
「子どもの権利」に関するアンケートにご協力ください。 
児童虐待、子どもの貧困等、社会では子どもにかかわる問題が発生しています。 
将来の子どもが安心して暮らすことのできるまちを目指すために、「子どもの権利」についてアンケート調査をします。 
回答内容は、集計のみに使用します。 
２９ページの回答欄に、あてはまると思う項目の数字を記入してください。 

問１ 子どもがいきいきと育つために、特に重要だと思うものを３つ選んでください。 

１ 

３ 

５ 

７ 

９ 

１１ 

親や家族の役割 

自然の中で遊べる場所 

自己表現できる場の充実 

学校や教員とのかかわり 

スポーツの振興 

相談できる機会の充実 

２ 

４ 

６ 

８ 

１０ 

１２ 

友達とのかかわり　 

地域の大人とのかかわり　 

地域の安全の確保　 

体験学習の場の充実　 

地域の伝統行事や文化活動の振興　 

その他（　　　　　　　　　　　） 

１ 

３ 

５ 

７ 

９ 

１１ 

１３ 

しつけを行う 

心身の成長を支える 

積極的に対話する 

社会規範を教える 

家庭における役割を与える 

自主的な活動の場をつくる 

勉強を教える 

２ 

４ 

６ 

８ 

１０ 

１２ 

１４ 

心の安らぎを与える　 

子どもの夢や希望を応援する　 

事故や犯罪から守る　 

伝統や文化、風習を伝える　 

気軽に相談にのる　 

スポーツや遊びの指導・相手をする 

その他（　　　　　　　　　） 

１ 

３ 

５ 

７ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１４ 

１５ 

自分の意見をきちんと言える 

安心できる自分の場所がある 

自分のことは自分で決める 

家族と一緒に仲良く暮らすことができる 

子どもの出した意見がきちんと尊重される 

家の事情を心配せずに、行きたい高校・大学へ進学する 

暴力や言葉や態度で傷つけられない 

出身国や肌の色で差別されない 

自分の秘密を勝手に見られたり、さわられたりしない 

障がいのある子どもが差別されない 

２ 

４ 

６ 

８ 

 

 

 

１３ 

 

１６ 

自由に遊んだり休んだりできる　 

学校で分かりやすく教えてもらうことができる 

自由にグループをつくり、集まれる　 

自分のやりたいこと（スポーツ・音楽・趣味など） 
に取り組める 

 

 

男の子、女の子で差別されない 

 

その他（具体的に：　　　　　　） 

問２ 子どもがいきいきと育つために、保護者や地域の大人の役割として大切だと 
思うものを３つ選んでください。 

問３ 子どもが幸せに暮らすために守らなければならないことを「子どもの権利」と言います。 
あなたは、いつもの生活の中で守られていない（満たされていない）権利は何だと思い 
ますか。あてはまるものを３つ選んでください。 
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問４ あなたが児童虐待と感じるものをすべて選んでください。 

問７ 「子どもの貧困」は問題だと思いますか。 

１　思う　　　　２　思わない 

問５ あなたは、なぜ児童虐待が起こると思いますか。あなたの考えに近いものを次の中 
から３つまで選んでください。 

問６ 児童虐待を防止するため、どのようなことが必要だと考えますか。もっともあて 
はまるものを１つ選んでください。 

問８ 問７で「１思う」と答えた方にお伺いします。「子どもの貧困」が最も影響を与えていると 
思う分野を１つ選んでください。また、具体的にどんな問題を起こしていると思いますか 

１　衣食住　　２　教育　　３　医療　　４　心理　　５　文化　　６　その他（　　　　　　） 

１ 

３ 

４ 

５ 

６ 

 

言葉による脅かしや脅迫をする　 

子どもに見える場所で、配偶者や他の家族へ暴力をふるう　 

子どもに必要な病気の治療を受けさせない　 

子どもの将来のことを考え、体罰でしつける　 

買い物に行く等の短い時間だけ、乳幼児を家に残し外出する 

２ 子どもにわいせつなものを見せる　 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

８ 

１０ 

 

保護者の子育てに対する経験や能力の不足　 

家庭の貧困等に伴う生活への不満やストレス　 

虐待の世代間連鎖（親が子どものころに虐待を受けていた等）　 

子ども側の要因（病気、障がい、落ち着きがない等） 

児童虐待を「しつけ」と考える風潮（社会の理解・認識不足） 

保護者の精神疾患等 

保護者の地域からの孤立 

夫婦関係の不安定 

１ 

２ 

３ 

４ 

虐待の疑いのある子どもを見つけたら関係機関に通告すること　 

関係機関による迅速な介入や適切な支援　 

家庭に責任（その家庭が責任を持って子育てをする）　 

子育て家庭への支援や見守り　　　５　虐待をした人を厳しく罰すること　　　６　わからない 

 

 

 

 

 

７ 

９ 

 

 

 

 

 

望まない妊娠や出産　 

親族からの手助けの不足　 

「市政のひろば」つしま2015.8２８ 

 



回答欄 

問１ １２その他 

問１ 問２ 

問３ ⑧その他 

問２ １４その他 

問３ １６その他 

問４ 

問５ 問６ 問７ 

問８ ６その他 

あなた自身のことについてお聞きします。 
※結果は統計としてまとめ、あなたの個人情報は使いませんので、以下の質問にぜひ

お答えください。 

 

問１　性別　①男性　②女性 

問２　年代　①～２０代　②３０代　③４０代　④５０代　⑤６０代　⑥７０代～ 

問３　職業　①会社員　②自営業　③公務員　④パート・アルバイト　 

　　　　　  ⑤生徒・学生　⑥主婦・主夫　⑦無職　⑧その他（　　　　　　　） 

 

平成２７年９月１０日 までにお近くのポストから郵送してください。ＦＡＸ（24-4758）で
送っていただくこともできます。 

問合　児童課児童・保育Ｇ　内線２２２４ 

２９ 



津島市立込町２ー２１ 

津島市役所市長公室人事秘書課　行 

のりしろ  

の
り
し
ろ
 

の
り
し
ろ
 

３０ 

料
金
受
取
人
払
郵
便
 

津
島
局
承
認
 

 

2666
差
出
有
効
期
間
 

平
成
2
7
年
9
月
 

1
0
日
有
効
　
  

（
切
手
不
要
）
 

4
9
6
8
7
9
0
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